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　防災行政無線から放送された内容を確認する
ためのテレホンサービス（フリーアクセス）を無
料で聞くことができます。放送内容が分からな
かったときや、もう一度聴きたいときは、

緯0800―800―0864

をご利用ください。操作方法の説明は、メッ
セージで確認できます。
※これまでの防災行政無線テレホンサービス（緯
碓40 2900）を利用した場合、通話料は利用者負担
となります。

　市では災害時などの情報伝達手段として、
携帯電話やパソコンへのメール配信サービス
「印西市緊急情報発信システム」を実施してい
ます。このメール配信サービスは、どなたで
も利用することができますが、あらかじめ『利
用者登録』が必要になります。
　なお、登録は無料ですが、『利用者登録』お
よび『登録解除』の際の通信料、メールの受信、
WEB閲覧にかかる費用は、利用者の負担にな
ります。
【防災メール『利用者登録』手順】
　利用する通信機器から下のアドレスに「空」
メールを送信してください。

 b@inz.171k.jp

※詳細については、市ホームページ（http://
www.city.inzai.chiba.jp）および市防災ホーム
ページ（http://bousai.city.inzai.lg.jp）に掲載。
■問 防災課防災班（緯内線４５4）。

な
ど
の
焼
却
。

②
震
災
、
風
水
害
、
火
災
、
凍
霜
害

そ
の
ほ
か
の
災
害
予
防
、
応
急
対
策

又
は
復
旧
の
た
め
の
焼
却
。

【
例
】
災
害
時
の
木
く
ず
の
焼
却
。

③
風
俗
習
慣
上
、
宗
教
上
の
行
事
の

た
め
の
廃
棄
物
の
焼
却
。

【
例
】
ど
ん
と
焼
き
、
門
松
、
し
め

縄
な
ど
の
焼
却
。

④
農
業
、
林
業
ま
た
は
漁
業
を
営
む

う
え
で
の
や
む
を
得
な
い
廃
棄
物
の

焼
却
。

※
家
庭
菜
園
・
レ
ジ
ャ
ー
農
園
は
農

業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
例
】
農
業
者
が
行
う
病
害
虫
防
除

目
的
の
稲
わ
ら
、
畦
畔
の
枯
草
な
ど

の
焼
却
。

※
ビ
ニ
ー
ル
類
は
不
可
。

⑤
焚
き
火
な
ど
、
日
常
生
活
を
営
む

う
え
で
の
通
常
行
わ
れ
る
廃
棄
物
の

焼
却
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
（
煙
の

量
や
臭
い
な
ど
が
近
隣
の
迷
惑
に
な

ら
な
い
程
度
の
燃

焼
行
為
）。

【
例
】
キ
ャ
ン
プ

フ
ァ
イ
ヤ
ー
や
庭

先
で
の
小
規
模
な

落
ち
葉
焚
き
。

※
 野
外
焼
却
（
野

焼
き
行
為
）
禁
止

の
例
外
規
定
と
さ

れ
た
行
為
で
あ
っ

て
も
、
生
活
環
境

上
支
障
を
与
え
、

苦
情
な
ど
が
あ
る

場
合
は
行
政
指
導

の
対
象
と
な
り
ま

す
。

※
 消
防
署
長
へ

野
焼
き
の
届
出
を

し
、
受
理
さ
れ
た

場
合
で
あ
っ
て
も

　
ま
た
、
煙
が
部
屋
に
入
る
の
で
窓

が
開
け
ら
れ
ず
、
ぜ
ん
そ
く
な
ど
の

持
病
が
あ
る
人
に
は
大
変
辛
い
も
の

で
も
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
火
災
に
な
る
危
険
も
あ
る

の
で
、
家
庭
ご
み
は
、
分
別
し
て
集

積
所
に
出
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

■問 
【
環
境
指
導
に
関
す
る
こ
と
】　

環
境
保
全
課
環
境
指
導
班
（
緯
内
線

3
6
1
～
3
6
3
）。

【
廃
棄
物
の
処
理
に
関
す
る
こ
と
】

  ク
リ
ー
ン
推
進
課
ク
リ
ー
ン
推
進

班
（
緯
内
線
3
8
3
、
3
8
5
）。

苦
情
な
ど
が
あ
る
場
合
は
取
り
止
め

て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

怯
市
か
ら
の
お
願
い

　
ご
み
は
各
家
庭
な
ど
で
燃
や
し
て

処
理
し
な
い
こ
と
が
原
則
で
す
。

　
ご
み
を
燃
や
し
た
時
に
発
生
す
る

煙
に
は
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
が
含
ま

れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
臭
い
が
洗

濯
物
に
つ
い
て
し
ま
っ
た
り
し
ま
す
。

　「
廃
棄
物
処
理
法
」
第
　
条
の
2

16

に
よ
り
、
廃
棄
物
の
野
外
焼
却
（
野

焼
き
行
為
）
が
一
部
の
例
外
を
除
き

禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
（
例
外
は
左
記

参
照
）。

　
同
法
で
は
「
何
人
も
、
次
に
掲
げ

る
方
法
に
よ
る
場
合
を
除
き
、
廃
棄

物
を
焼
却
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
あ

り
、
廃
棄
物
の
野
外
焼
却
（
野
焼
き

行
為
）
禁
止
に
違
反
し
た
場
合
は
、

5
年
以
下
の
懲
役
、
も
し
く
は
1
街
0

0
0
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
ま

た
は
こ
れ
を
併
科
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
（
廃
棄
物
処
理
法
第
　
条
第

25

1
項
第
　
号
）。
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怯
野
外
焼
却
（
野
焼
き
行
為
）

禁
止
の
例
外
規
定

①
国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
そ
の

施
設
の
管
理
を
行
う
た
め
に
必
要
な

廃
棄
物
の
焼
却
。

【
例
】
河
川
管
理
者
な
ど
が
河
川
の

管
理
を
行
う
た
め
に
伐
採
し
た
草
木
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 野
焼
き
は
法
律
で
禁
止
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す

平成24年度健全化判断比率および資金不足比率を公表
　地方公共団体の財政の健全化を図ることを目的とし
て制定された「地方公共団体の財政の健全化に関する
法律」により、印西市の平成24年度決算に基づく「健
全化判断比率」と、公営企業の経営状況を示す「資金
不足比率」を算定したので下表のとおり公表します。
◆健全化判断比率
　健全化を判断する指標として、実質赤字比率・連結実
質赤字比率・実質公債費比率・将来負担比率の4指標
がありますが、印西市の比率は表1のとおり、いずれも
早期健全化基準を下回りました。
◆資金不足比率
　資金不足比率は、表2のとおりで、水道事業会計・

下水道事業特別会計ともに、資金不足額がなかったた
め、数値化されませんでした。
◆総括
　今回公表した健全化判断比率において、すべての指
標について早期健全化基準を下回っていますが、今後
も人件費の削減や事務事業の見直し、使用料・手数料の
見直し、施設の整理統合と有効利用など、効率的、効果
的な財政運営に努め、市民のみなさんが安心して暮ら
すことのできるまちづくりを進めてまいります。
※詳しくは、市ホームページでも公表していますので、
ご覧ください。
■問 財政課財政班（緯内線481～483）。

胸表１　健全化判断比率（４指標）胸　（単位：％）
財政再生
基準（※５）

早期健全化
基準（※4）平成24年度指標の内容指標名

20.0012.52
―

（+10.62）
（※３）

一般会計を対象とした実質赤字の標準財政規模（※
1）に対する比率解説

①
実
質
赤
字
比
率

1世帯の年間収入と支出の結果で、赤字か黒字かを
判定

一般家庭での
イメージ

30.0017.52
―

（+20.76）
（※3）

全会計を対象とした実質赤字（または資金の不足
額）の標準財政規模に対する比率解説

②
連
結
実
質
赤
字
比
率
　
　※２

生計をともにする世帯も含め、1年間の収入と支出
の結果で赤字か、黒字か判定

一般家庭での
イメージ

35.025.09.9

一般会計が負担する元利償還金および準元利償還
金（一般会計などからの繰出金のうち、公営企業債
の償還に充てたと認められるものなど）の標準財政
規模に対する比率

解説

 ③
実
質
公
債
費
比
率
 　※2

生計をともにする世帯も含め、その年収に占める
住宅ローンなどの返済額がどの位の割合であった
かを判定

一般家庭での
イメージ

（※7）350.036.4

一般会計が将来負担すべき実質的な負債（一般会計
などが償還する地方債や負担する退職手当支給予
定額など）の標準財政規模に対する比率

解説④
将
来
負
担
比
率

生計をともにする世帯も含め、住宅ローン残高な
どから、その返済に予定している貯金を差し引い
た額の年収に占める割合がどのくらいであったか
を判定

一般家庭での
イメージ

胸表2　資金不足比率（公営企業会計）胸　（単位：％）
経営健全化
基準（※6）平成24年度会計名指標の内容（説明）指標名

20.0
（※３）水道事業会計公営企業ごとの資金不足額が、事業規模に対してどの程度あるかを示

す比率。
⑤資金不足
比率 ―下水道事業

特別会計
※１…標準財政規模は地方公共団体の通常収入されると見込まれる一般財源の規模を示すもの
※２…実質公債費比率は、３カ年平均の比率です。
※３…赤字額および資金不足額がないため、「－」（該当なし）と表示しています。なお、健全化判断比率における実質収支は20.8億円の黒字、
　　　連結実質収支は40.6億円の黒字で、括弧内の数字は黒字比率です。
※４…①～④のいずれかが早期健全化基準を超えると「早期健全化団体」となり、財政健全化計画を定め、自主的な財政の 健全化を進めていか
　　　なければなりません。
※５…①～③のいずれかが財政再生基準を超えると「財政再生団体」となり、財政再生計画を定め、国の監視下のもと、財政の健全化を進めて
　　　いかなければなりません。
※６…資金不足比率が経営健全化基準を超えると経営健全化計画を定め、計画的な経営健全化対策に取り組まなければなりません。
※７…将来負担比率は、将来の財政悪化を示唆するものであるため、財政再生基準は設けられていません。
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例外規定を除き野焼きは法律で禁止されていま例外規定を除き野焼きは法律で禁止されていますす


